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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務など、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談く
ださい。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail:mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

法改正「パートタイム・有期雇用労働法の対象拡大」について
2021年4月1日より、中小企業におい

ても「短時間労働者及び有期雇用労働者
の雇用管理の改善等に関する法律」（通
称、パートタイム・有期雇用労働法）が適
用されるようになります。
この法律の主たる目的は、いわゆる

「同一労働同一賃金」の実現にありま
す。

１　同一賃金同一労働とは
同一賃金同一労働とは、正社員と非正

規社員（有期雇用やパートタイム労働者）
の不合理な待遇差を禁止することを指し
ます。
具体的な対応策として、不合理な待遇

差の禁止（均衡待遇）と差別的取扱いの
禁止（均等待遇）の２つの基準を満たすよ
う、賃金規程等の整備を行わなければな
りません。
⑴不合理な待遇差の禁止（均衡待遇）
均衡待遇とは、各労働者の①職務内容

（業務の内容、責任の程度）、②職務内
容・配置の変更の範囲（異動や転勤の可
能性）、③その他の事情の違いに応じた
範囲内で、待遇を決定しなければならな
いことをいいます。
たとえば、「正社員とパートで各種手当

の内容に大きな差があるが、なぜパート
に手当が出ないのか、合理的な理由を説
明できない」というような場合、均衡待遇
に反していないか注意する必要がありま
す。
⑵差別的取扱いの禁止（均等待遇）

均等待遇とは、①職務内容と②職務内
容・配置の変更の範囲が同じ場合、待遇
についても同じ取扱いをする必要がある
ことをいいます。
すなわち、「正社員と派遣社員がまっ

たく同じ業務内容で、責任も同じなのに、
待遇が違う」というような場合、均等待遇
に反していないかを慎重にチェックする
必要があります。

２　労働者に対する待遇に関する説明
義務の強化
パートタイム・有期雇用労働法により、

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇
差の内容や理由」など、自身の待遇につ
いて会社（事業主）に説明を求めること
ができるようになりました。会社側として
は、非正規雇用労働者から求めがあった
場合は、待遇差に関する説明をしなけれ
ばなりません。
労働者からの質問に対して十分な回答

ができなかったり、回答を無視したりする
と、労働基準監督署に申告されたり、裁
判を起こされたりするリスクがあるため、
注意が必要です。

３　裁判例と今後の対応
過去に、同一労働同一賃金に関する裁

判がいくつか起こされ、最高裁判所で判
断が示されています。たとえば、平成３０
年６月１日最高裁判所第二小法廷判決で
は、運送会社における正社員と有期雇用
労働者の間での待遇格差が問題となり

ました。この事件で裁判所は、無事故手
当や皆勤手当、通勤手当について、有期
労働者であることを理由に支給しないこ
とは不合理な格差にあたると判断しまし
た。
もちろん、手当の内容や支給要件はさ

まざまですから、一般的に「無事故手当
だから格差は不合理」とまでは断言でき
ません。
しかし、今後は、中小企業においても、

このような訴訟リスクに備えるため、賃金
や手当の内容について法的なチェックを
行うことが重要となっていくでしょう。

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律
トラブルまで各地域で対応しており、企業顧問は
千葉県を中心に50社担当しています。お気軽に、
お近くの事務所へご相談ください。

【津田沼法律事務所】
所属弁護士
小湊　敬祐
（こみなと　けいすけ）

プロフィール
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務
研究科修了後、弁護士登録（千葉県弁護士会）。主に、交
通事故、労災事故、債務整理、相続、離婚、中小企業法務
（労務問題）を中心に活動を行う。趣味は自然の中での
んびりすること。好きな言葉は「学問救世」。



まもなく東日本大震災から10年を
迎えようとしています。10年の月日
の流れを確かに感じていたところ、
2月13日の深夜に大地震が発生し、
当時の記憶が鮮明に思い出された
方も多いことと思います。改めて家
の中の耐震対策や備蓄の見直しを
された方も多いことでしょう。13日

の地震の震度は福島地域では6強と非常に大きいもので、未だ
余震も続いており、注意すべき状況が続いています。
一つ一つの災害から学び、災害に直面する事態を想定して備えを
すること、そして冷静に行動すること、これに尽きると改めて感じ
ています。

● 東京法律事務所　配属
　 若松　俊樹（わかまつ としき）弁護士

● 市川法律事務所　配属
　 永井　龍（ながい りゅう）弁護士

● 津田沼法律事務所　配属
　 西池　峻矢（にしいけ しゅんや）弁護士

● 成田法律事務所　配属
　 大﨑　慎乃祐（おおさき しんのすけ）弁護士

皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

2021年入所弁護士のご紹介 編集後記

遺産分割解決事例

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【Ａさんからのご依頼内容】
母親が亡くなりました。遺言書はありません。父親は既に亡く

なっています。私には妹がいるので、私と妹とで相続手続を進め
るつもりでした。しかし、母親の戸籍を取得したところ、母親と
前夫との間に子がいることがわかりました。私からみて異父兄
の存在が判明した今、自分たちで異父兄と遺産分割の話し合い
をすることに抵抗があります。また、私が母親を自宅介護してい
た時期があります。介護の寄与分を取得できるのでしょうか。

【解決内容】
Ａさんが法定相続分に寄与分３０％分相当を加えた遺産を取

得する内容で遺産分割協議にて解決しました。

【相続人の確定】
民法では法定相続人を配偶者相続人と血族相続人に限定し

ています。配偶者は常に相続人となります（配偶者相続人）。他
方で、血族相続人には優先順位があり、第１順位が子や孫など
（直系卑属）、第２順位が父母や祖父母など（直系尊属）、第３
順位が兄弟姉妹や甥・姪など（傍系血族）と定められています。
上位の順位者がいる場合には次順位の血族には相続権がありま
せん。また、相続人となるはずであった子が既に死亡している場
合には、その人の子など（直系卑属）が死亡した子に代わって相
続することになります（代襲相続）。
本件では、当職にて相続人の調査をしたところ、異父兄は既

に亡くなっておりました。そして、異父兄には３名の子がいるこ
とが判明しました。そのため、本来の相続人である異父兄から代
襲相続した３名の子との遺産分割が必要となりました。

【寄与分認定の可否】
寄与分とは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増

加について特別に寄与した者の相続分が増加する制度です。な
お、民法改正により令和元年７月１日以降に発生した相続に関し
て、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持又は増加につい

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対
応しています。相続に関する相談件数は、年間約240件※の実績がございま
す。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2020年1月1日〜12月31日

て特別に寄与したと認められる場合には、相続人に対して特別
寄与料の支払いを請求することが可能となりました。
Ａさんのように自宅介護のような療養看護型の寄与分が認め

られるためには、親族間で通常期待される以上の特別の貢献、
すなわち相続人が被相続人の介護を長期間にわたって専従して
いたなどの事情が必要となります。
しかしながら、当職がＡさんから伺ったご事情からは、家庭裁

判所の調停や審判の手続によった場合に認められる程度の寄与
行為はありませんでした。
そこで、遺産分割協議において、当職から他の相続人へこれま

でＡさんがお母様のために行ってきた介護やＡさんのご意向を
お話したうえで、Ａさんに多めに相続させて欲しいことをお伝え
しました。
その結果、相続人皆様に事情を理解して頂き、Ａさんのご意

向通りに遺産分割協議を成立させることができました。

【船橋法律事務所】
所属弁護士：神津　竜平（こうづ　りゅうへい）

國學院大学法学部卒業、明治大学法科大学院修了後、弁護士
登録（千葉県弁護士会）。主に、交通事故、労災事故、相続、離
婚、中小企業法務（労務問題）を中心に活動を行う。趣味は旅
行、釣り。

プロフィール


